
第１１８号議案 

 

 

町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)１１月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を

改正する条例 

町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例（平成２７

年１２月町田市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、市内における空家等の発

生の予防、適切な管理及び活用の促進に関し

基本理念を定め、町田市（以下「市」とい

う。）、空家等の所有者又は管理者（以下

「所有者等」という。）、市民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、空家等に関す

る対策を総合的かつ計画的に実施し、もって

市民の生活環境の保全に寄与することを目的

とする。 

第１条 この条例は、市内における空家等の発

生の予防、適切な管理及び活用の促進に関し

基本理念を定め、町田市（以下「市」とい

う。）、市民、空家等の所有者又は管理者

（以下「所有者等」という。）及び事業者の

責務を明らかにするとともに、空家等に関す

る対策を総合的かつ計画的に実施し、もって

市民の生活環境の保全に寄与することを目的

とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）略 （１）略 

 （２）特定空家等 市内に所在する法第２条第

２項に規定する特定空家等をいう。 

（２）略 （３）略 

（３）管理不全空家等 市内に所在する法第１

３条第１項に規定する管理不全空家等をい

う。 

 

（４）特定空家等 市内に所在する法第２条第

２項に規定する特定空家等をいう。 

 

（５）管理不全空家等に対する措置 管理不全

空家等の所有者等に対して行う法第１３条

第１項の規定による指導又は同条第２項の

規定による勧告をいう。 

 

（６）特定空家等に対する措置 法第７条第２

項第６号に規定する特定空家等に対する措

（４）特定空家等に対する措置 法第６条第２

項第６号に規定する特定空家等に対する措
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置をいう。 置をいう。 

（市の責務）  

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、法第７

条第１項に規定する空家等対策計画を定め、

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実

施するものとする。 

 

（空家等の所有者等の責務） （空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者等は、法第５条の規定

により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、空家等の適切な管理に努めるととも

に、基本理念にのっとり、空家等に関する対

策に協力するよう努めなければならない。 

第４条 空家等の所有者等は、法第３条の規定

により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、空家等の適切な管理に努めるととも

に、前条に規定する基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、空家等に関する

対策に協力するよう努めなければならない。 

 （市の責務） 

 第５条 市は、基本理念にのっとり、法第６条

に規定する空家等対策計画を定め、空家等に

関する対策を総合的かつ計画的に実施するも

のとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） （空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１０条 市は、法第１５条に規定する空家等

及び空家等の跡地に関する情報の提供その他

これらの活用のために必要な対策を実施する

ものとする。 

第１０条 市は、法第１３条に規定する空家等

及び空家等の跡地に関する情報の提供その他

これらの活用のために必要な対策を実施する

ものとする。 

 （管理不全空家等又は特定空家等の判断基

準） 

（特定空家等の措置基準） 

第１２条 市長は、空家等の損壊の程度等を十

分に勘案し、当該空家等が管理不全空家等又

は特定空家等であるかどうかを判断するもの

とする。 

第１２条 市長は、特定空家等に対する措置に

当たっては、空家等の損壊の程度、市民の生

活環境に及ぼす程度等を十分に勘案し、総合

的に判断するものとする。 

２ 略 ２ 略 

 ３ 市長は、特定空家等に対する措置につい

て、次条に規定する審議会の意見を聴くもの

とする。 

（管理不全空家等に対する措置又は特定空家

等に対する措置） 

 

第１３条 市長は、管理不全空家等に対する措

置又は特定空家等に対する措置を行うに際し

ては、これらの措置の内容について、当該管
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理不全空家等又は特定空家等が現にもたらし

ている周辺の建築物、通行人等に対する悪影

響の有無、程度及び切迫性を勘案して総合的

に判断するものとする。 

 （審議会への意見聴取）  

第１４条 市長は、管理不全空家等に対する措

置又は特定空家等に対する措置を行うとき

は、あらかじめ当該措置について、次条に規

定する審議会の意見を聴くものとする。 

 

（審議会の設置等） （審議会の設置等） 

第１５条 管理不全空家等に対する措置及び特

定空家等に対する措置を適切に行うため、市

長の附属機関として、町田市管理不全空家等

及び特定空家等対策審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

第１３条 特定空家等に対する措置を適切に行

うため、市長の附属機関として、町田市特定

空家等対策審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる

事項について調査審議し、答申する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、特定空家等

に対する措置その他の特定空家等に関し必要

な事項について調査審議し、答申する。 

（１）管理不全空家等に対する措置に関するこ

と。 

 

（２）特定空家等に対する措置に関すること。  

（３）前２号に掲げるもののほか、管理不全空

家等及び特定空家等に関し必要な事項 

 

３～１０ 略 ３～１０ 略 

（委任） （委任） 

第１６条 略 第１４条 略  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３３年４月

町田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 
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第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 

（１）～（62）略 （１）～（62）略 

（63）管理不全空家等及び特定空家等対策審議

会委員 

（63）特定空家等対策審議会委員 

（64）～（70）略 （64）～（70）略 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 報酬額 

略 略 

管 理 不

全 空 家

等 及 び

特 定 空

家 等 対

策 審 議

会 

会長 日額 ２５，５００

円 

学 識 経

験者 

日額 ２１，７００

円 

そ の 他

委員 

日額 １０，０００

円 

略 略 
 

職名 報酬額 

略 略 

特 定 空

家 等 対

策 審 議

会 

 

 

 

会長 日額 ２５，５００

円 

学 識 経

験者 

日額 ２１，７００

円 

そ の 他

委員 

日額 １０，０００

円 

略 略 
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